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問い合わせ
生涯学習課　緯38-2091

年
八
月
に
は
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行

政
改
革
の
更
な
る
推
進
の
た
め
の
指
針
」
の

通
知
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
改
革

へ
の
取
り
組
み
方
策
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
本
市
は
「
市

民
の
参
画
・
協
働
」
の
も
と
、
「
あ
し
や
の

魅
力
」
を
守
り
高
め
、
よ
り
豊
か
な
社
会
を

実
現
し
て
い
く
た
め
、
引
き
続
き
財
政
健
全

化
を
図
る
と
と
も
に
、
「
国
際
文
化
住
宅
都

市
」
と
し
て
自
立
し
た
発
展
と
活
性
化
を
促

進
し
ま
す
。

　
以
下
に
今
後
五
年
間
に
わ
た
っ
て
取
り

組
む
行
政
改
革
実
施
計
画
の
あ
ら
ま
し
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
　
  目
　
　
　
　
　
的

　
市
民
、
事
業
者
、
企
業
等
の
参
画
と
協
働

に
よ
る
新
し
い
時
代
へ
の
対
応
と
財
政
健

全
化
を
図
る
。

　
  　
基
　
本
　
方
　
針
 

◆
市
民
の
参
画
・
協
働
の
促
進

　
本
市
は
危
機
的
な
財
政
状
況
を
克
服
す

る
た
め
、
平
成
十
五
年
十
月
に
行
政
改
革
実

施
計
画
を
策
定
し
、
市
民
・
議
会
・
職
員
等

の
協
力
の
も
と
に
、
徹
底
し
た
内
部
努
力
、

施
策
・
行
政
水
準
の
見
直
し
、
民
間
活
力
の

導
入
、
財
源
の
確
保
を
基
本
方
針
に
行
政
改

革
に
取
り
組
み
、
財
政
再
建
の
目
途
が
立
て

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
三
位
一
体
の
改
革
に
よ

る
個
人
市
民
税
の
大
幅
な
減
少
や
震
災
復

旧
・
復
興
事
業
に
よ
る
公
債
費
負
担
は
依
然

大
き
く
な
お
厳
し
い
財
政
状
況
に
あ
り
、
よ

り
一
層
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
運
営
が
行

え
る
よ
う
引
き
続
き
行
政
改
革
に
取
り
組

む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
国
に
お
い
て
は
、
人
口
減
少
時
代

の
到
来
な
ど
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
一

層
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
十
七
年
三
月
に
「
地
方
公

共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
推
進
の
た

め
の
新
た
な
指
針
」
の
通
知
、
さ
ら
に
十
八

◆
新
た
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
創
造

◆
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
再
構
築

◆
行
政
経
営
シ
ス
テ
ム
の
改
革

◆
新
た
な
公
務
員
像
の
構
築

◆
新
た
な
組
織
・
給
与
制
度
の
構
築

　
   　
  説
 明
 責
 任
 等
 

◆
実
施
計
画
の
具
体
的
な
実
施
に
当
た
っ

　
て
は
、
市
民
、
議
会
、
職
員
等
に
十
分

　
説
明
し
、
理
解
と
協
力
を
求
め
な
が
ら

　
進
め
る
。
毎
年
度
、
進
捗
状
況
を
報
告

　
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
。

◆
「
芦
屋
市
行
財
政
改
革
推
進
本
部
」
お

　
よ
び
「
幹
事
会
」
に
お
い
て
、
適
宜
必
要

　
な
点
検
と
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

今後５年間に取り組む

行政改革実施計画

　問い合わせ　行政経営課　緯38-2005

会等・

メン

らセ

型)に

認

いて、

こど

行う。

分担

る。

称)芦

宅、

生関

ント

特別

行う。

から

働し

そ

勢、

　行政改革の情報は市ホーム

ページ、市役所北館１階行政

情報コーナー、図書館、公民

館図書室、ラポルテ市民サー

ビスコーナーでもご覧になれ

ます。

　また、出前講座などの要請

があれば、説明に伺います。

５年間計23年度22年度21年度20年度19年度項目数大　項　目

４Ⅰ市民の参画・協働の促進

 ７Ⅱ新たな公共サービスの創造

168,0669403,9403,94048,580110,66618Ⅲ行政サービスの再構築

25,5795,1225,1225,1225,1225,09119Ⅳ行政経営システムの改革

 ７Ⅴ新たな公務員像の構築

213,25363,56056,03044,77829,66819,217７Ⅵ新たな組織・給与制度の構築

406,89869,62265,09253,84083,370134,97462合　　　計

　　　 計　　画　　の　　総　　括　　表　　　　　　  　　　　　　　　　　　　(単位：万円)

30公会計制度改革に対応して公会計の整備、資産・債務管理の

　具体的方策を検討する。

31市債残高、実質公債費比率等に目標値を設定する。平成22年

　度市債残高690億円台にする。

32包括的予算配分システムの定着を図る。

33わかりやすい財務情報の広報に努める。

34施策評価システムの構築を行う。

35政策の立案から実行まで行うプロジェクトチームを設置する。

36職務権限事項の項目を整理、統合し、権限を見直す。

37部長職に部内の予算配分・人事配置などの権限を付与し運用

　を見直す。

38病院、水道、下水道会計の経営健全化計画を策定する。

39芦屋の魅力の情報発信

40市民モニターによる意見を反映し、わかりやすい広報に努める。

41情報提供指針に基づき情報公開・情報提供を行う。

42お困りです課に寄せられた市民の声をデータベース化し、市

　民に情報提供するとともに庁内で活用する。

43行政サービスに対する納得度、政策分野別の関心度などにつ

　いて、住民意識調査を実施する。

44資料の電子化、ペーパーレスの推進、会議時間の短縮、資料

　の事前配布の徹底など会議運営を見直す。

45業務手順を標準化・マニュアル化

46経常経費、公共工事等の予算執行の節減を徹底する。

47パソコンを活用した会議室、ＧＩＳ(地理情報システム)の業

　務範囲の拡充、電子入札システムの運用開始

48公共施設建築物の施設改修計画、道路改修計画を策定し、計

　画的な予算執行を図る。橋梁点検・調査の早期実施と「橋梁

　長期寿命化計画」を策定する。

 Ⅴ 新たな公務員像の構築

49若手職員のジョブローテーションや派遣研修など効果的な人

　材育成プログラムを検討する。

50人事評価の導入　業績、能力評価を導入する。

51勤務条件の見直し　休息時間の廃止、本庁の開庁時間を午前

　９時～午後６時に変更、変則勤務制を導入する。

52平成19年度に懲戒処分、20年度に分限処分の指針を策定する。

53療養休暇、休職制度を見直す。

54職員提案制度の活性化、一課一改善運動に継続して取り組む。

　若手職員を中心にした政策研究グループの設置を検討する。

55再任用職員向けのマインド研修、スキルアップ研修の拡大・

充実や、任用基準の見直し、週40時間勤務任用の検討、部署

の設置等を検討する。

 Ⅵ 新たな組織・給与制度の構築 

56職員数の削減を図る。普通会計職員数平成15年804人、19年703人

　【計画】24年604人

57技能職員については退職者不補充を原則として、その職員配

　置基準の見直しを検討する。

58課長補佐職の廃止を検討する。

59給与構造改革の実施　平成19年４月1日から実施。行政職給

料月額で平均4.92％(17,754円)引き下げ。給料表の見直しを

検討する。22年度までに能力給制度を導入する。

60給与水準の抑制

　【給料】平成19年４月から部長級４％、次長級２％削減している。

　【管理職手当】平成19年４月から22年３月まで部長級７％か

ら主査級1.5％削減している。

　【管理職特別勤務手当】平成19年４月から22年３月まで50％削減している。

　【期末・勤勉手当の職務加算】平成19年４月から22年３月まで

部長級25％、　次課長級15％削減している。

61諸手当の見直し

　【時間外勤務手当】ノー残業デーの徹底を図る。

　【退職手当】平成19年４月から支給率の見直し等実施済み。

　通勤手当等の見直しを行う。

62特別職等の給与等減額

　【特別職等の給与】平成14年10月から市長20％、助役17％、収入役・

教育長15％を減額、平成19年４月からさらに２％引き下げ改定。

　【退職金の減額】平成14年10月から市長20％、助役17％、収入役・

教育長15％を減額、平成19年４月からさらに２％引き下げ改定。

行政改革実施計画の内容

　芦屋市では、平成15年10月に行政改革実施計画を策定し、

68項目にわたる取り組みがなされてきた。その結果、財政再

建団体に転落するという最悪の事態は避けられたといえる。

　しかしながら、少子高齢化社会への対応、環境対策、災

害・犯罪に対する対策など、市民ニーズは高まっている。

　一方、財政状況は、三位一体の改革の影響による税収の大

幅な減少、学校の耐震化など早急に取り組むべき事業の財政

需要を考慮すると、依然として楽観できる状況にはなく、財

政の健全化に向けた取り組みを継続しなければならない。

　本来の意味での行政改革は、これまでの概念や非効率な行

政運営を見直し改めることで、これらの課題に対応できる行

政システムを構築し、市民とともに芦屋らしさの実感できる

まちづくりを目指すことにある。

　新たな時代への対応を進めながらも、財政の健全化を図る。

この命題に対しては、「入るを量りて出るを制する」仕組み

づくりと、職員が誇りを持って働ける組織づくりを進めるこ

と、そして、自治の主役たる市民が参画し協働する地域社会

が欠かせない。

　今後５年間において実施・検討すべき取り組みについて、

市長から意見を求められた当懇話会は、６回にわたって慎重

に議論を重ねた結果、次に掲げる事項について一層の充実を

図られるよう意見を申し上げる。

１現状に対する認識

(1)財政再建に向けて舵が切られたと評価できる。

(2)新たな時代に対応していくための施策については、緊急

　性、必要性および費用対効果を考慮したうえで計画的に実

　施していくことが求められる。

２新たな時代への対応

(1)芦屋市民として誇りが持てる自治体経営をしていただき

　たい。

(2)どのようにして民に任せるのか、執行状況をどのように

　モニタリング、評価するのかの議論をすべきである。

(3)公共サービスの質を評価しフィードバックしていく仕組

　みづくりを行うべきである。

３財政健全化への取り組み

(1)実質的な複数年度会計とする工夫が必要である。

(2)民間活力の導入は、職員の士気の低下を招かないように、

　進めていただきたい。

４市民の参画と協働

(1)市役所の危機感を市民に伝えるよう最大限の努力を。

(2)市民が参加できる仕組みをより充実すべきである。

(3)見直しは、市民の理解と協力が得られるか否かを基本的

　な判断基準にすること。

５組織と人について

(1)「よりよいやり方がないか」「何のためにしているのか」

　「本当に必要なのか」「優先順位は間違っていないか」など

　の見直しを行う必要がある。

(2)職場の活力を高め、個人の働き甲斐につながる人事評価

　制度を早急に構築すべきである。

(3)部長の目標を明確にしたうえで、庁内の分権を進めること。

(4)情報公開を徹底し、市民に対する透明性を高めていく努

　力をしたうえで、市民が納得でき、職員が誇りを持って働

　くことができるように努めていただきたい。

(5)「職員が毎日改善を考えている。」そんな職場風土を作っ

　ていただきたい。

６実施計画への意見

(1)ゼロからの発想で、大胆に、プラス思考で取り組んでい

　ただきたい。

(2)チャレンジングな目標を設定していただきたい。

(3)実施内容が既存の取り組みの継続や検討にとどまっている。

　可能な限り数字を計上すべきである。

(4)実施にあたっては、重要性、緊急性の軸からその重点化

　を図ること。

(5)女性登用率の目標は50％を目指すべきである。

(6)職員のモチベーション向上策の不足があってはならない。

(7)本実施計画の進捗管理を厳格に行っていただきたい。

■ 行政改革推進懇話会委員名簿(敬称略・50音順)

　座　　長　稲沢克祐(関西学院大学専門職大学院経営戦略

　　　　　　研究科教授）

　委　　員　上島康男（ウエシマコーヒーフーズ取締役会長)

　委　　員　遠藤尚秀（新日本監査法人行政経営室長)

　座長代理　中田智恵海(佛教大学社会福祉学部教授)

　委　　員　細井良幸(芦屋地方労働組合協議会議長)

　委　　員　松村はるみ(アンリ・シャルパンティエ代表取

　　　　　　締役)

行政改革推進懇話会の意見(抜粋)　＊市長の私的諮問機関

５

Ⅰ 市民の参画・協働の促進

１市民参画および協働の推進に関する条例に基づき、審議会

　市民提案の活用、ワークショップの開催、パブリックコメ

　ト等の活用を図る。

２平成19年４月あしや市民活動センターを開設。10月から

ンター運営をＮＰＯ等に委託する。

３男女共同参画条例を平成20年度に制定する。

４審議会等への女性登用率を平成23年度に40％にする。

Ⅱ 新たな公共サービスの創造 

５市立芦屋病院の運営形態を地方独立行政法人(非公務員型

　移行する。

６保育サービスの官民比率・役割分担、効率的な運営方策、

　定こども園の検討等、保育サービスの運営のあり方につい

　検討を行う。

７幼稚園の官民比率・役割分担、効率的な運営方策、認定こ

　も園の検討等、幼稚園の運営のあり方について、検討を行

８和風園に平成20年度から指定管理者制度を導入する。

９効果的・効率的な施設運営や業務のあり方、官民の役割分

を見直す中で指定管理者制度導入等の民間委託を検討する

(あしや市民活動センター(平成22年度指定管理)、(仮称

屋市福祉センター、くすのきデイケアセンター、公営住宅

霊園、市民会館・公民館、美術博物館、図書館、福利厚生

係業務、下水道施設管理運営業務)

10市場化テスト導入のための指針を策定する。

11大学等との共同事業の実施　平成18年度～環境マネジメン

　システム(ISO14001準拠)【京都精華大学】、平成19年度～特

　支援教育【芦屋大学】

Ⅲ 行政サービスの再構築 

12国・県への財政要望、補助金・

交付金等の活用

13処分可能な土地の売却、民間

運営駐車場等の一時活用を図る。

14施設敷地に駐車する職員から

使用料を徴収する。

15刊行物、封筒、各種通知書等

に広告を掲載する。

16有料施設の利用を促進し、使

用料収入の増加を図る。

17未収金対策マニュアルの整備

18未納・滞納者への民間事業者等による電話催告の導入

19差押不動産や動産をインターネット上で公売する。

20(仮称)市営住宅整備計画を策定し、統廃合等の見直しを行

21ハートフル福祉公社の運営の合理化を図る。

22市単独扶助について、阪神間の水準、社会情勢等の観点か

検証し、必要な見直しを行う。

23よりよい窓口サービスの提供方法について検討する。

24クレジットカード収納等納付手段の多様化に対応する。

25平成19年６月からインターネット図書予約システムを稼働

た。既存の電子申請システムの利用を促進するとともに、

の他の手続きについても検討する。

26市庁舎等へのＥＳＣＯ導入の検討

27ごみの減量化を目的に可燃ごみの有料化を検討する。

28ごみの減量化、資源ごみ分別、再資源化の徹底

29全ての使用料・手数料について、阪神間の水準、社会情勢

受益者負担の観点から検証し、必要な見直しを行う。

 Ⅳ 行政経営システムの改革

　環境省では、都市部の成人を対象に自動車排

出ガスによる大気汚染とぜん息等、呼吸器疾患

との関係を調べることになりました。

　調査対象のかたには、12月上旬に郵送で調査

書類をお送りします。

■地域　幹線道路(国道43号)沿道地域(打出町

から平田町など13町)、少し離れた地域(朝日ケ

丘町、東山町の２町)　■対象　昭和８年１月１

日から昭和42年12月31日までに生まれたかた

「そら(ＳＯＲＡ)プロジェクト」

(成人調査)への協力のお願い

問い合わせ
　環境省環境保健部企画課保健業務室

緯03-5521-8256
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低公害車普及促進助成制度

12月は
「大気汚染防止推進月間」
「地球温暖化防止月間」

　低公害車を購入・リースする場合に、導

入資金の一部を市が助成します。

■対象車

　○電気自動車(電動軽ライトバン)

　○メタノール自動車(小型自動車)

　○天然ガス自動車(普通貨物自動車・小

　　型自動車バンタイプ・軽自動車)

■条　件　現有ディーゼル車の解体・廃車

■対象者　市内に事務所または事業所を

　　　　　有する個人および法人

■申し込み　環境課へ

①省エネ「車の使用を自粛しましょう」通勤や外出には、電

車やバスなどの公共交通機関を利用／駐停車時には、アイド

リングストップ／適正速度で、空ぶかしや急発進、急停止は

やめる　「省エネ生活をしましょう」暖房器具の設定温度は20

度を目安に／電気器具のスイッチをこまめに切る／冷蔵庫は、

詰め込まず不必要な開閉を減らす　②省資源・リサイクル「ゴ

ミを少なくしたり、再資源化を図ったりしましょう」　買い物

時は、過剰包装を断り、買い物袋を持参／缶、ビン、ペット

ボトルなどを分別し、リサイクル活動に参加／使い捨て商品

の使用を控え、ものを大切に長く使用　③環境保全型製品の

使用　リサイクル商品やエコマーク商品を利用

問い合わせ　男女共同参画センター　緯38-2023/FAX38-2175
(〒659-0092大原町2-6ラ・モール芦屋２階)
Ｅメールjosei-ce@city.ashiya.hyogo.jp

■募集期間　12月20日～20年１月19日

■資料の入手方法　12月10日（月）から、市ホーム

ページ、行政情報コーナー、ラポルテ市民サービ

スコーナー、男女共同参画センターで

■応募方法　様式は問いません。基本目標名等・住

　所・氏名(団体名・代表者氏名)、年齢、電話番号

　を記入し、持参・郵送・ファクスまたはメールで

　男女共同参画センターへ。

　※電話、窓口での口頭によるご意見は受け付けて

　いません。ご意見は、市の見解とともに市ホーム

　ページ等で公表（氏名等は非公表）する予定です。

　個別の回答はしません。ご了承ください。
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問い合わせ　環境課　緯38-2051

ゆっくり本を読む　一時保育つき大人の読書タイム

■日時　12月17日(月)午前10時～正午　■会場　 ウィザス

あしや　■対象　子育て中の親(祖父母も含む)と子ども(２

歳から就学前の幼児)　■一時保育　子ども８人(１人につき

300円)　■申し込み12月３日から、電話、窓口で、住所・氏

名・電話(ファクス番号)・子

どもの名前・生年月日を男女

共同参画センターまで。先着

順で受け付けます。

「曽根亮子型染」展

■期間　12月３日～26日

　　　午前９時～午後５時

　　　※土・日・祝日を除く

女性相談のお知らせ　～専門の相談員が相談に応じます～

　【相談予約電話　緯38-2022】
○女性の悩み相談＜要予約＞　

■日時　12月７・14・21・28日(金)午後１時～４時

■内容　夫婦・家族関係、心の悩みなど

○暴力(ＤＶ)に関する相談＜要予約＞

■日時　12月５日(水)午後１時～４時

■内容　夫や親しい関係にある男性からの暴力(ＤＶ）

男女共同参画
センターから
のお知らせ

市
民
意
見
を
募
集

 芦屋市の動き　　兵庫地区地震津波防災総合訓練

 芦屋市政キララ　芦屋市立精道小学校　新校舎完成

　　　　　　　　　　安心安全なスクールライフを目指して。

 トピックス　　　第41回　芦屋市民文化賞贈呈

　　　　　　　　 ライブラリーコンサート

　　　　　　　　　　片岡リサによる筝曲の夕べ

 芦屋の中の世界　韓国・朝鮮料理教室

 ドラマサーティ　防犯物語

 市民の時間　　　ごみは　わけて　だしましょう

　　　　　　　　　　(中国語・スペイン語・日本語)

　
月
12

放送時間
〔30 分〕芦屋市広報番組　あしや30サーティーmin.

※「年末特別番組」のため、12月31日(月)④⑤の放送はありません。

■番組に関する問い合わせ　広報課　緯38-2006　■CATV全般に関する問い合わせ
㈱ケーブルネット神戸芦屋(J：COM)カスタマーズセンター　錆0120-13-8160

① 8 :00

②11:30

③16:00

④19:30

⑤22:30

※ビデオ
　テープ
　貸出可

【特別講座】肥前有田焼・白磁上絵付け１日講座

お正月を祝う

■日時　12月16日(日)午後１時～３時30分　■講師

肥前陶芸館主宰・福田一義　■受講料　8,000円(焼

成代・教材費含む)　■定員　16人　■申し込み　電

話・ファクス・メールで上記へ

【特別企画】親子で楽しむ茶道

　　　　　　　クリスマスのお茶会

■日時　12月23日(日)午後１時30分～３時　■会場

講義室　■講師　宗雅・橘雅子氏　■内容　和の心、

日本人のたしなみとして茶道を親子兄弟で楽しむ。

いす式のお手前　■受講料　ペア2,000円(菓子代・

お茶代含む)※３日前からのキャンセルは返金しま

せん　■対象　５歳～中学生とその家族　■申し込

み　電話・ファクス・メールで上記へ

【文学館講座】　作家と楽しむ読書会　

■日時　12月20(木)午前10時30分～正午　■会場　

講義室　■内容　本年度谷崎賞受賞作「爆心」(青来

有一著)。ひきたての珈琲をいただきながらその本

にある背景・作家の心情などお話を交えながら読書

を楽しむ　■講師　作家・柳谷郁子氏　■定員　20

人　■受講料　2,300円　■申し込み　電話・ファク

ス・メールで上記へ

【ロビーギャラリー】森山百合子キルト展

■日時　12月５日～24日(最終日午後３時まで)

■内容　パッチワーク作家の作品を展示　

＊１日キルト講座　①12月８日(土)②９日(日)

　　　　　　　　　いずれも午前10時～正午に開催

《12月休館日》３日・10日・17日(月)、25日～27日

問い合わせ　谷崎潤一郎記念館
緯23-5852/FAX38-3244

Ｅメールashiya-tanizakikan@rhythm.ocn.ne.jp

谷崎潤一郎記念館の催し 「第２次芦屋市男女共同参画行動計画　　　

　ウィザス・プラン(後期計画)」(素案）


